
規 
 

則 

 
初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
基
準
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す

る
。 

 
 

令
和
三
年
三
月
三
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
人
事
委
員
会
委
員
長 

武 

笠 

正 

男 

埼
玉
県
人
事
委
員
会
規
則
七
―
一
〇
四
一 

 
 

 

初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
基
準
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
基
準
に
関
す
る
規
則
（
埼
玉
県
人
事
委
員
会
規
則
七
―
二
二
一
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

別
表
第
一
イ
の
表
中
「
社
会
復
帰
部
」
を
「
精
神
保
健
福
祉
部
」
に
、
「
本
庁
の
所
長
」
を
「
本 

 
 

 
 

 

に
、 

 
 

 
 

 
 

を 
 

 
 

 
 

 
 

 

に
、
「
次
世
代
産
業
幹
」
を 

 
 

 
 

 
 

 
 

に
、
「
副
参
事
」
を 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

に
、 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

を 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

に
改
め
、「
行
政
改
革
・ 

Ｉ
Ｃ
Ｔ
局
長
」
を
削
り
、
「
契
約
局
長
」
を 

 
 

 
 

 
 

 

に
、 

 
 

 
 

 
 

 

を
「
あ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

に
改
め
、
「
特
に
困
難
な
業
務
を
所
掌
す
る
総
合
調
整
幹
」
を 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

に
、
「
極
め
て
困
難
な
業
務
を
所
掌
す
る
総
合
調 

整
幹
」
を
「
極
め
て
困
難
な
業
務
を
所
掌
す
る
統
括
参
事
」
に
改
め
る
。 

 

別
表
第
一
ニ
の
表
中
「
副
セ
ン
タ
ー
長
（
総
合
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー
の
副
セ
ン
タ 

ー
長
に
限
る
。
）
」
を 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

に
改
め
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

庁
の
所
長 

報
戦
略
幹
」 

世
代
産
業
幹 

済
対
策
幹 

」 

「
契
約
局
長 

 

県
民
共
生
局
長
」 

「
副
セ
ン
タ
ー
長
（
総
合
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー
の
副
セ
ン
タ 

 

病
院
長 

 
 

 
 

 
 

」 

ー
長
に
限
る
。
） 

 
 

 
 

 
 

 

」 

 
 

 
 

 
 

」 

「
総
合
調
整
幹 

 

政
策
幹 

 

」 

「
統
括
参
事 

 

政
策
幹 

 

デ
ジ
タ
ル
政
策
幹
」 

「
報
道
長 

 

困
難
な
業
務 

「
報
道
長 

 

困
難
な
業
務
を
所
掌
す
る
統
括
参
事
」 

「
特
に
困
難
な
業
務
を
所
掌
す
る
統
括
参
事 

 

行
政
・
デ
ジ
タ
ル
改
革
局
長 

 
 

 
 

」 

「
本 

 

広 

「
次 

 

経 

「
副
参
事 

 

参
与
（
総
務
部
の
参
与
に
限
る
。
）
」 

 
 を

所
掌
す
る
総
合
調
整
幹
」 

「
雇
用
労
働
局
長 

 

参
事 

 

参
与 

 
 

 

」 

用
労
働
局
長 

事 
 

与
（
総
務
部
の
参
与
を
除
く
。
）
」 

「
雇 

 

参 

 

参 


